別記　１
山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」指定管理者仕様書

当該仕様書は、山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」の管理運営について示したものである。

１　趣　旨
　本仕様書は、施設の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。

２　施設の内容、規模等
　【都市農村交流センター】
　　敷地面積　　８８４．３６㎡
　　建物面積　　１６７．１７㎡
　　構　　造　　木造瓦葺２階建
　　施設内容等　　交流施設

３　業務内容
(１)  施設の管理運営に関すること。
(２)  施設の有効利用に関すること。
(３)  施設の利用の許可及び料金の収受に関すること。
(４)  施設及び設備の維持管理に関すること。
(５)  防災・非常時等に関すること。
①　消防法に基づく防火管理に努めること。
②　地震災害等に伴う適切な処理を行うこと。
③　不審者・不審物へ適切な対応を行うとともに、業務に支障のない範囲で
施設の巡回等を行うこと。
(６)  その他、緊急時対応、防犯、防災対策についてマニュアルを作成し、職員へ指導徹底を図ること。

４　休館日及び開館時間
(１)  休館日は毎週日曜日とする。
(２)  開館時間は午前８時から午後９時までとする。
(３)  (１)、(２)にかかわらず、村長の承認を得たときは、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。


５　その他の留意事項
(１)  毎月終了後１０日以内に業務報告書を村へ提出すること。
(２)  事業年度終了後２ケ月以内に管理運営業務に係る事業実績報告書並びに収支決算書等を村へ提出すること。
(３)  山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」の管理運営に係る収入及び支出の状況については、適切に管理するとともに、当該収入及び支出に係る帳簿及び会計証拠書類については、令和８年４月１日から起算して５年間保存すること。（募集要領３（１）⑤イ参照）また、これらの書類について山江村が閲覧を求めた場合は、これに応じること。
(４)  極力省エネルギーに努めるとともに、廃棄物発生を抑制し、環境に配慮した管理を行うこと。（募集要領３（１）⑤ウ参照）
(５)  指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要項等を策定する場合は、村と協議を行うこと。
(６)  各種規定がない場合は、村の諸規定に準じて、あるいはその精神に基づき業務を行うこと。
(７)  建物共済については、村で負担する。
(８)  村に帰属する物品については、山江村財務規則の規定による。
(９)  業務を実施するに当たっての留意事項
・山江村都市農村交流センター「時代の駅むらやくば」は、公の施設、観光・交流の振興施設であることを念頭において、公平な運営に努めること。
(10)  その他、仕様書に記載のない事項については村と協議を行うこと。
















参考（１）時代の駅利用実績
①　利用者数（単位：人）
	年度
	昼食・喫茶
	弁当
	宴会
	その他
	合計

	R3
	4,202
	7,176
	50
	168
	11,596

	R4
	5,136
	6,475
	77
	199
	11,887

	R5
	5,896
	5,969
	111
	290
	12,266

	R6
	6,085
	5,855
	189
	298
	12,427



②　売上（単位：円）
	年度
	レストラン
	宿　　泊・
施設使用料
	売店売上・
その他収入
	総売上

	R3
	7,485,245
	0
	1,364,319
	8,849,564

	R4
	8,407,055
	37,600
	1,213,411
	9,658,066

	R5
	9,646,750
	0
	321,675
	9,968,425

	R6
	10,226,650
	421,600
	319,192
	10,967,442
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